
一宮告示第596号 

地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、公の施設に係る指

定管理者の指定を行ったので、一宮市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(

平成16年一宮市条例第37号)第4条第2項の規定に基づき、次のとおり告示する。 

令和7年12月26日 

一宮市長 中 野 正 康 

1 指定管理者の名称 

   愛知県住宅供給公社 

2 管理を行わせる施設の名称及び所在地 

一宮市営住宅条例(平成9年一宮市条例第36号)第3条に規定する市営住宅のうち次の

改良住宅及び単独住宅並びにこれらに付随する共同施設 

名  称 位  置 

大山住宅 一宮市大赤見字大山7番地 

島村住宅 一宮市島村字西山3番地 

東加賀野井団地 一宮市東加賀野井字川原259番地 

三ツ俣団地 一宮市冨田字三ツ俣1460番地 

東川原団地 一宮市東加賀野井字東川原158番地 

黒田住宅 一宮市木曽川町黒田字酉新田西ノ切16番地１ 

内割田住宅 一宮市木曽川町内割田字宮ノ腰636番地 

3 管理を行わせる期間 

令和8年4月1日から令和11年3月31日まで 


